
（R6.7.1 山口県ひとづくり財団奨学センター） 

 

（在学募集用） 

所得基準について 

 

 以下の[算定方式]で算出した生計維持者の貸与額算定基準額が２２７，２８０円以下で

あれば、所得基準を満たします。 

  

   生計維持者とは、原則出願者の父母（父母ともにいない場合は代わって生計を維持して 

いる主たる人）です。（詳細は別紙「生計維持者について」を確認してください。） 

 

 

   [算定方式] 

貸与額算定基準額 ＝（課税標準額）【*１】×６％－（市町村民税調整控除額）【*２】 

          －（多子控除）【*３】－（ひとり親控除）【*４】－（私立自宅外控除）【*５】
 

《 注 》 

 【*１】（課税標準額） 

     住民税の課税情報（課税証明書等）で確認します。 

     生計維持者が２名となる場合は２名の合計額となります。 

【*２】（市町村民税調整控除額） 

     住民税の課税情報（課税証明書等）で確認します。 

     生計維持者が２名となる場合は２名の合計額となります。 

【*３】（多子控除） 

生計維持者が２人を超える子どもを扶養している場合、２人を超える子ども１人につき

４０，０００円を控除します。 

    [例] 生計維持者が「出願者」と「中学１年生の弟」、「小学５年生の妹」、「小学３年生の

弟」の４人を扶養している場合の控除額は 

        （４－２）人×４０，０００円＝８０，０００円となります。 

【*４】（ひとり親控除） 

    ひとり親世帯に該当する場合に４０，０００円を控除します。 

【*５】（私立自宅外控除） 

出願者が私立の学校に在籍し自宅外通学する場合に２２，０００円を控除します。 

 


